
国立大学法人小樽商科大学と小樽市との連携に関する協定書

国立大学法人小樽商科大学 (以下「甲」という。)と小樽市 (以下「乙」という。)は、次のとおり協定を

―
る。

(目 的)

第1条 本協定は、甲と乙が連携のもと、相互に協力し、地域社会の発展と人材育成及び学術の振興

に寄与することを目的とする。

中

第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。

(1)地域づくり・まちづくりの推進に関すること

(2)産礫薮嶼墜奮眺浙嶼ほど地域経済の発展に関すること

(3)精 づ研ヒの臥 蝉 の縫 に関すること

に)地域の国際化・国際交流の推進に関すること

(5)職員の交流・学生の受入に関すること

(6)その他相互に連携協力することが必要と認められる事項に関すること

麟 の知

第3条 本協定に関わる酸 円滑に推進するため、連携協力       。
2連携協力推進連絡会の構成及び運営に関する事項は、甲と乙が協議の上、別に定める。

(棚 間)

解 条 本協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、本協定による
― 間満了の日から

30日前までに、甲又は乙から何らかの申し出がないときは、更に1年間更新するものとし、その後も

同様とする。

い 決0
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に関り疑義が生じたときは、甲と乙が協議の上、決定す

る。

本協定の締結を証するため、構 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通

…

。

平成20年3月 27日
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